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排
泄
を
日
本

語
で
は
大
と
小

と
言
う
。
幼
児

語
だ
が
英
語
で

は
№
２
と
№
１
に
言
い
分
け

る
。

　

大
の
方
だ
が
、
毎
日
決
ま

っ
た
時
間
に
用
を
足
す
超
健

康
な
人
が
い
る
。
場
所
が
変

わ
る
と
出
な
い
人
は
旅
行
が

苦
手
で
数
日
な
ら
我
慢
し
て

持
ち
帰
る
。

　

尾
篭
（
び
ろ
う
）
な
話
題

な
の
で
古
今
東
西
を
問
わ
ず

遠
回
し
な
表
現
文
句
は
い
く

つ
も
あ
る
。

　

遠
回
し
な
表
現
ほ
ど
上
品

で
格
好
よ
く
聞
こ
え
る
。

　

便
秘
で
苦
し
む
人
は
羞
恥

心
が
き
つ
い
の
か
、
我
慢
強

く
医
者
に
行
か
な
い
。

　

小
児
科
医
や
歯
科
医
に
は

想
像
し
に
く
い
が
、
泌
尿
器

科
や
婦
人
科
を
訪
れ
る
の
を

躊
躇
す
る
患
者
は
多
く
、
そ

の
代
わ
り
、
一
度
訪
れ
る
と

め
っ
た
に
転
医
し
な
い
。

　

医
者
の
家
で
は
親
を
真
似

て
子
ど
も
で
も
平
気
に
露
骨

な
表
現
を
す
る
の
は
健
康
上

の
重
要
課
題
と
捉
え
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

あ
の
大
戦
で
日
本
人
が
失

っ
た
物
の
一
つ
に
「
羞
恥

心
」
が
あ
る
。
そ
の
た
め
泌

尿
器
科
や
婦
人
科
の
早
期
受

診
が
増
え
れ
ば
、
こ
れ
も

「
塞
翁
が
馬
」
の
類
で
あ
る
。

　協会の社保担当事務局員は、
４月中旬まで改定書籍『要点と
解説』『歯科保険診療の研究』
の製作業務で事務所を離れま
す。お問い合わせは出先から折
り返しの対応となります。

お知らせ

　

協
会
は
大
阪
府
と
２
月
13
日
に
交
渉
し
、
口
腔
保
健
事
業

の
改
善
や
審
査
・
指
導
の
民
主
化
な
ど
を
求
め
た
。
協
会
の

要
望
に
対
し
、
府
は
消
極
的
な
姿
勢
に
終
始
し
た
。
小
澤
力

理
事
長
ら
役
員
・
事
務
局
23
人
が
参
加
し
た
。

近
畿
厚
生
局
に
懇
談
を
要
請 近

畿
総
決
起
集
会
に
１
１
５
０
人

　

行
き
過
ぎ
た
指
導
の
是
正
を
―
―
。
協
会
は

近
畿
厚
生
局
指
導
監
査
課
に
対
し
、
不
適
切
な

指
導
の
改
善
を
求
め
て
懇
談
を
要
請
し
た
。

　

口
腔
保
健
事
業
、
歯
科
医

療
提
供
体
制
、
国
保
、
審
査

指
導
、
生
活
保
護
な
ど
７
分

野
22
項
目
に
つ
い
て
要
望
。

口
腔
保
健
で
は
、「
大
阪
府

口
腔
保
健
計
画
（
案
）」
の

具
体
化
を
求
め
た
。
同
計
画

の
実
効
性
を
高
め
る
た
め

に
、
口
腔
保
健
条
例
の
制
定

を
指
摘
し
た
。
協
会
の
「
学

校
歯
科
調
査
」
か
ら
、
要
治

療
児
童
の
受
診
率
が
低
い
実

態
を
指
摘
し
、
手
立
て
を
求

め
た
。
府
は
、
歯
科
口
腔
保

健
法
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
条

例
は
不
要
と
す
る
回
答
に
終

始
。
未
受
診
に
は
、「
必
要

性
を
強
く
訴
え
る
」
と
述
べ

る
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

国
保
の
広
域
化
で
は
、
自

治
体
独
自
の
繰
り
入
れ
が
制

限
さ
れ
、
保
険
料
の
値
上
げ

が
危
惧
さ
れ
る
問
題
を
追

及
。
府
は
一
般
財
源
か
ら
の

繰
り
入
れ
は
「
国
保
に
関
係

な
い
方
の
税
金
も
含
ま
れ

る
」
と
述
べ
、
繰
り
入
れ
に

基
準
を
設
け
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。

　

審
査
・
指
導
で
は
、
厚
生

局
か
ら
協
会
会
員
が
受
け
た

不
適
切
な
指
導
事
例
を
紹
介

し
な
が
ら
、
▽
新
規
指
導
で

自
主
返
還
を
求
め
な
い
▽
指

導
時
に
カ
ル
テ
を
複
写
し
な

い
―
―
な
ど
を
要
望
し
た
。

府
は
、「
一
部
ひ
ど
い
も
の

が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い

る
」「
近
畿
厚
生
局
に
伝
え

る
」
な
ど
と
述
べ
る
に
と
ど

ま
っ
た
。
協
会
は
「（
不
適

切
な
指
導
の
放
置
は
）
不
作

為
を
重
ね
、
事
態
を
大
き
く

す
る
。
正
す
べ
き
は
正
す
こ

と
が
必
要
」
と
迫
っ
た
。

　

生
活
保
護
で
は
、
ケ
ー
ス

ワ
ー
カ
ー
が
患
者
に
「
頻
回

受
診
の
適
正
化
」
を
指
導
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
。「
受

給
者
の
医
療
ア
ク
セ
ス
へ
の

干
渉
を
認
め
る
の
か
」
と
正

し
た
。
府
は
、「
ケ
ー
ス
ワ

ー
カ
ー
が
判
断
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
主
治
医
、
嘱
託

医
の
意
見
を
も
ら
っ
て
福
祉

事
務
所
と
し
て
判
断
材
料
と

す
る
よ
う
指
導
す
る
」
と
述

べ
た
。

い
る
こ
と
に
対
し
、「
金
が

な
い
の
で
は
な
く
、
税
金
を

取
る
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
取
っ

て
い
な
い
」
と
し
て
大
企
業

減
税
を
厳
し
く
批
判
し
た
。

　

各
団
体
ス
ピ
ー
チ
の
後
、

生
存
権
保
障
を
求
め
る
ア
ピ

ー
ル
を
採
択
。
集
会
後
は
御

堂
筋
を
パ
レ
ー
ド
し
た
。

増
税
や
社
会
保
障
改
悪
の
撤

回
な
ど
を
訴
え
た
。
同
集
会

実
行
委
員
会
が
主
催
し
た
。

　

集
会
で
は
、
神
戸
女
学
院

大
学
の
石
川
康
宏
教
授
が
実

行
委
の
メ
ン
バ
ー
を
生
徒
に

見
立
て
、
壇
上
で
「
講
義
」

を
披
露
。
政
府
が
財
政
赤
字

を
理
由
に
負
担
増
を
迫
っ
て

　

臨
床
・
学
術
部
は
、
発
達

障
害
患
者
の
対
応
を
テ
ー
マ

に
２
月
16
日
、
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー

ル
で
生
涯
研
修
講
座
を
開
い

た
。
大
阪
大
学
歯
学
部
助
教

の
村
上
旬
平
氏
が
講
師
を
務

め
、参
加
者
は
61
人
だ
っ
た
。

　

発
達
障
害
の
分
類
は
、
Ａ

Ｓ
Ｄ
（
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ

ム
症
）と
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ（
注
意
欠

如
・
多
動
症
）、Ｌ
Ｄ
（
特
異

的
学
習
症
）の
三
つ
。Ａ
Ｓ
Ｄ

は
、
①
視
線
が
合
い
に
く
い

②
空
気
が
読
め
な
い
―
―
な

ど
で
、
こ
だ
わ
り
や
反
復
が

見
ら
れ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
は
、

じ
っ
と
で
き
ず
感
情
が
不
安

定
。
Ｌ
Ｄ
は
、
読
み
書
き
計

算
な
ど
に
障
害
が
あ
る
。

　

歯
科
所
見
に
は
特
徴
的
な

も
の
は
あ
ま
り
な
い
が
、
拒

食
過
食
に
よ
る
酸
蝕
、
異
食

に
よ
る
歯
牙
破
折
、
咬
耗
な

ど
が
あ
る
。
治
療
は
ま
ず
保

護
者
や
本
人
か
ら
十
分
な
情

報
を
得
る
。
さ
ら
に
、
音
、

臭
い
な
ど
強
い
刺
激
を
避
け

る
。
治
療
時
間
に
目
途
を
つ

け
る
（
10
カ
ウ
ン
ト
な
ど
）。

無
理
な
抑
制
を
避
け
、ト
ラ

ウ
マ
を
つ
く
ら
な
い
。
多
動

症
児
に
は
安
全
の
確
保
と
待

ち
時
間
を
短
く
す
る
な
ど
の

工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

　

発
達
障
害
の
特
徴
を
理
解

し
診
療
を
心
が
け
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。ま
た
、障
が
い

児（
者
）の
み
な
ら
ず
保
護
者

に
も
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

 

（
東
住
吉
区
・
森
啓
）

　

命
や
生
活
を
脅
か
す
政
治

に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
よ
う
と

２
月
15
日
、
近
畿
総
決
起
集

会
が
御
堂
会
館
（
大
阪
市
中

央
区
）
で
開
か
れ
た
。
近
畿

各
府
県
の
保
険
医
協
会
を
含

む
市
民
団
体
、
個
人
ら
１
１

５
０
人
が
参
加
し
、
消
費
税

　

要
請
は
、
個
別
指
導
を
受

け
た
会
員
か
ら
次
々
と
相
談

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

受
け
た
対
応
。

　

要
請
書
で
は
、
指
導
現
場

で
の
威
圧
的
・
強
制
的
な
実

態
を
示
し
な
が
ら
、「『
懇
切

・
丁
寧
な
教
育
的
指
導
』
の

範
疇
を
越
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
事
例
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
」
と
指
摘
し
た
。

　

行
政
手
続
法
に
基
づ
く

「
指
導
」で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、「
あ
た
か
も
犯
罪
捜
査

の
た
め
に
実
施
さ
れ
て
い
る

か
の
よ
う
な
指
導
内
容
に
な

っ
て
い
る
」
と
追
及
し
た
。

　

「
行
き
過
ぎ
た
指
導
が
実

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め

な
い
」
と
し
、
協
会
と
懇
談

し
改
善
す
る
よ
う
求
め
た
。

相次ぐ不適切な指導

• 実施通知は１時間の指導だったが２時
間以上に及んだ
• 持参物で足りなかったものをその場で
取りに帰らされた
• 持参物で紛失したものは事業所に証明
書を発行してもらうよう指示された
• 指導の翌日に再び電話があり厚生局へ
呼び出された
• 返還金額が少ないから再度点検し直す
ように電話で指示された
• カルテを無断でコピーされた
• 録音を拒否された
• 弁護士が帯同して発言した場合は「中
断」にしますと言われた
• 弁護士が遅れてくる場合は入室できま
せんと言われた

協会に寄せられた　
　

不適切な指導事例（
一部）

大阪府交渉

口
腔
条
例
の
制
定
な
ど
求
め
る

協
会　

指
導
実
態
示
し
是
正
迫
る

口腔保健条例の制定を求める協会役員ら＝２月13日、大阪府庁

「命奪う政治にストップを！」と声を
上げる参加者＝２月15日、大阪市内

発達障害患者の特徴に
ついて説明する村上旬
平氏＝２月16日、Ｍ＆
Ｄホール

２月度生涯研修講座

発達障害を理解し診療を
村上氏が特徴と対応を解説

PR増刷号PR増刷号
　今号はＰＲ版として大阪府下の
全歯科開業医にお送りしていま
す。ご入会、協会の概要について
はお気軽にご連絡下さい。

《ご連絡･お問い合わせは組織部まで》
℡.06-6568-7731

　この新聞を送るに際し、近畿厚生局・各種
名簿などにより情報を取得致しました。この
情報は、ご入会や講習会、各種共済制度のご
案内、新聞の送付以外に利用することはあり
ません。「今後の郵送を断る」などの申し出
があれば、事務局までご連絡ください。


